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○大村市小中学生九州・全国・国際大会遠征費に係る助成金交付要綱

平成１１年８月３０日

告示第１９２号

（趣旨）

第１条 市は、大村市に在住する小学生及び中学生（以下「小中学生」という。）の文化及

びスポーツの振興並びに義務教育に係る保護者の負担の軽減を図り部活動及び社会体育

の円滑なる実施に資するため、予算の定めるところにより、児童及び生徒の保護者並びに

指導者に対し、大村市小中学生九州・全国・国際大会遠征費に係る助成金（以下「助成金」

という。）を交付するものとし、その交付については、大村市補助金等交付規則（昭和４

２年大村市規則第２０号。以下「規則」という。）及びこの要綱に定めるところによる。

（平１３告示２１１・平１５告示６６・一部改正）

（助成の対象及び助成額）

第２条 助成の対象となる経費及びその助成額は、別表に掲げるとおりとする。

（計画書の提出）

第３条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号によ

る計画書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 大会要項

(2) 出場権付与書又は出場認定書

(3) 大会申込書

(4) 予選の結果が記載された書類

(5) 収支予算書（様式第２号）

（平１３告示２１１・平２９告示１８８・一部改正）

（交付申請）

第４条 申請者は、助成事業が完了したときは、様式第３号による交付申請書に次に掲げる

書類を添えて、当該助成事業の完了後２０日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 大会報告書（様式第４号）

(2) 収支決算書（様式第５号）

(3) その他市長が必要と認める書類

（平２８告示１３５・平２９告示１８８・一部改正）

（助成金の支払）



2/11

第５条 この助成金は、規則第１６条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後に支

払うものとする。

２ 申請者は、前項の規定により助成金の支払を受けようとするときは、請求書に交付決定

通知書兼額の確定通知書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

（平２８告示１３５・一部改正）

（手続の併合及び省略）

第６条 規則第２４条の規定により、規則第８条の規定による助成金の交付決定通知及び規

則第１６条の規定による助成金の額の確定通知は併合して行い、規則第１５条の規定によ

る実績報告は省略するものとする。

（平２８告示１３５・追加）

附 則

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成１３年７月３０日告示第２１１号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成１５年２月２１日告示第６６号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成１６年３月３１日告示第７５号）

この告示は、平成１６年４月１日から施行する。

附 則（平成２１年３月３１日告示第６０号）

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。

附 則（平成２８年８月２５日告示第１３５号）

この告示は、公表の日から施行する。

附 則（平成２９年８月２１日告示第１８８号）

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大村市小中学生九州・全国・国際大会遠征費に係る助成金交付要綱別表の規定

は、平成２９年４月１日以後に開催された大会に係る助成金について適用する。

附 則（令和３年３月３１日告示第４７号）

この告示は、令和３年４月１日から施行する。

附 則（令和３年６月３０日告示第１３２号）
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この告示は、令和３年７月１日から施行する。

附 則（令和５年１０月２４日告示第１３６号の２）

（施行期日）

１ この告示は、公表の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の大村市小中学校九州・全国・国際大会遠征費に係る助成金交付要綱別表の規定

は、令和５年１０月１日以後に開催された大会に係る助成金の交付について適用する。

別表（第２条関係）

（平１５告示６６・全改、平１６告示７５・平２１告示６０・平２９告示１８８・

令３告示４７・令５告示１３６の２・一部改正）

区分 助成の対象となる経費 助成額

スポーツ 競技団体が主催する大会の九州大会又

は全国大会（日本国内で開催される国際

大会を含む。）であって、市長が認める

ものに、大村市に在住する小中学生の選

手並びに各大会の実施要項に基づくその

監督及びコーチ等が、県の代表（日本国

内で開催される国際大会にあっては国の

代表）として出場するために要する旅費

及び宿泊費

旅費及び宿泊費（１人１泊当たり９，

８００円を限度とする。）の合計額に１

００分の５０を乗じて得た額（スポーツ

協会又は各競技団体等からの補助金等

がある場合は、当該得た額から当該補助

金等の額を控除して得た額）

競技団体が主催する大会の国際大会

（日本国内で開催されるものを除く。）

であって市長が認めるものに、大村市に

在住する小中学生の選手並びに各大会の

実施要項に基づくその監督及びコーチ等

が、国の代表として出場するために要す

る旅費及び宿泊費

旅費及び宿泊費の合計額に１００分

の５０を乗じて得た額（スポーツ協会又

は各競技団体等からの補助金等がある

場合は、当該得た額から当該補助金の額

を控除して得た額）。ただし、１大会当

たり１０人分で、かつ、１人当たり２７，

０００円を限度とする。

中学校体育連盟の主催する大会の九州

大会又は全国大会に、大村市に在住する

中学生の選手並びに各大会の実施要項に

基づくその監督及びコーチ等が、県の代

旅費及び宿泊費（１人１泊当たり９，

８００円を限度とする。）の合計額（ス

ポーツ協会又は各競技団体等からの補

助金等がある場合は、当該合計額から当
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表として出場するために要する旅費及び

宿泊費

該補助金等の額を控除して得た額）

文化 中学校文化連盟、吹奏楽連盟又は合唱

連盟の主催する大会の九州大会又は全国

大会に、大村市に在住する中学生の出場

者及び各大会の実施要項に基づくその指

導者等が、県又は九州地区の代表として

出場するために要する旅費、宿泊費及び

用具（出場するために必要な楽器その他

の用具に限る。以下同じ。）の運搬費

旅費、宿泊費（１人１泊当たり９，８

００円を限度とする。）及び用具の運搬

費の合計額（他の団体からの補助金等が

ある場合は、当該合計額から当該補助金

等の額を控除して得た額）

中学校文化連盟、吹奏楽連盟又は合唱

連盟以外の団体の主催する大会の九州大

会又は全国大会であって、市長が認める

ものに、大村市に在住する小中学生の出

場者及び各大会の実施要項に基づくその

指導者等が、県又は九州地区の代表とし

て出場するために要する旅費、宿泊費及

び用具の運搬費

旅費、宿泊費（１人１泊当たり９，８

００円を限度とする。）及び用具の運搬

費の合計額に１００分の５０を乗じて

得た額（他の団体からの補助金等がある

場合は、当該得た額から当該補助金等の

額を控除して得た額）
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様式第１号（第３条関係）

（平１３告示２１１・平１５告示６６・平２８告示１３５・平２９告示１８８・一

部改正）

様式第２号（第３条関係）

（平２９告示１８８・追加）

様式第３号（第４条関係）

（平１５告示６６・平２８告示１３５・一部改正、平２９告示１８８・旧様式第２

号繰下・一部改正、令３告示１３２・一部改正）

様式第４号（第４条関係）

（平２９告示１８８・旧様式第３号繰下）

様式第５号（第４条関係）

（平２９告示１８８・旧様式第４号繰下）


